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◯
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
八
・
人
事
課
）
…
…
…
…
４

◯
秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
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一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
五
九

・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

◯
秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
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条
例
（
六
◯
・
環
境
整
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◯
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行
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一
部
を
改
正
す
る
条
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（
六
一
・
生
活
衛
生
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
11

◯
秋
田
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
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正
す
る
条
例
（
六
二
・
農
地
整
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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11

◯
秋
田
県
特
定
住
宅
用
地
認
定
及
び
譲
渡
予
定
価
額
審
査
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
六
三
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
12

◯
秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
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す
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等
の
一
部
を
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す
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（
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・
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計
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課
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…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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◯
秋
田
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
五
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
13

◯
秋
田
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河
川
流
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用
料
等
徴
収
条
例
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を
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す
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（
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課
）
…
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…
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◯
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
七
・
生
涯
学
習
課
）
…
…
14

◯
秋
田
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
六
八
・
企
業
局
総

務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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◇
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
五
八
号
）

１

長
期
勤
続
者
に
対
す
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
、
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
八

年
秋
田
県
条
例
第
八
〇
号
）
本
則
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
乗
じ
る
調
整
率
を
一
〇
〇
分
の

一
一
〇
か
ら
一
〇
〇
分
の
一
〇
四
（
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間

は
、
一
〇
〇
分
の
一
〇
七
）
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。
（
附
則
第
三
〇
項
及
び
第
三
一
項
並

び
に
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭
和
四
八
年
秋
田
県
条
例
第

九
号
）
附
則
第
五
項
〜
第
七
項
関
係
）

２

こ
の
条
例
の
公
布
の
日
か
ら
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
定
年
前
早
期
退
職

者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
給
料
月
額
を
、
退
職
の
日
に
お
け
る
給
料
月
額
に

一
〇
〇
分
の
一
一
〇
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
当
該
給
料
月
額
に
定
年
と
退
職
年
齢
と
の
差
一
年
に

つ
き
一
〇
〇
分
の
二
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
三
五
項
及
び
第
三
六
項
関
係
）

３

そ
の
他

（一）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条

例
第
五
九
号
）

１

知
事
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
上
に
お
い
て
有
益
で
あ
る
と
認
め
る
書
籍
、
映
画
、

演
劇
等
に
つ
い
て
推
奨
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
の
二
関
係
）

２

学
校
、
図
書
館
、
児
童
福
祉
施
設
等
の
敷
地
の
周
囲
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域
は
、
青
少

年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
重
点
的
に
施
策
を
推
進
す
べ
き
地
区
と
し
、
知
事
は
、
当
該
地
区

に
係
る
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
の

三
関
係
）

３

図
書
類
の
定
義
に
新
た
な
情
報
媒
体
で
あ
る
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
を
例

示
と
し
て
追
加
す
る
と
と
も
に
、
が
ん
具
類
を
特
定
が
ん
具
類
と
し
明
確
化
を
図
る
こ
と
と
し

た
。
（
第
六
条
関
係
）

４

図
書
類
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
業
と
す
る
者
は
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
図
書
類
を
自
動
販
売
機
又
は
自
動
貸
出
機
に
、
特
定
が
ん
具
類
の
販
売
を
業
と
す
る
者
は
青

こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し
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少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
特
定
が
ん
具
類
を
自
動
販
売
機
に
収
納
し
な
い

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
関
係
）

５

青
少
年
の
性
的
感
情
を
著
し
く
刺
激
す
る
図
書
類
又
は
特
定
が
ん
具
類
に
つ
い
て
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
を
包
括
的
に
有
害
図
書
類
又
は
有
害
特
定
が
ん
具
類
と
指
定
し
た
も
の
と
み

な
す
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
第
二
項
及
び
第
一
二
条
関
係
）

６

図
書
類
の
販
売
又
は
貸
付
け
を
業
と
す
る
者
は
、
有
害
図
書
類
を
区
分
陳
列
し
、
か
つ
、
青
少

年
が
当
該
有
害
図
書
類
の
購
入
、
閲
覧
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
知
事
は
、
違
反
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
必
要
な

措
置
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
九
条
第
四
項
〜
第
六
項
関
係
）

７

有
害
図
書
類
は
自
動
販
売
機
及
び
自
動
貸
出
機
に
、
有
害
特
定
が
ん
具
類
は
自
動
販
売
機
に
収

納
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
図
書
類
又
は
特
定
が
ん
具
類
を
収
納
す
る
自
動
販

売
機
等
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
定
の
期
日
ま
で
に
必
要
な
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
三
条
関
係
）

８

自
動
販
売
機
等
に
よ
る
図
書
類
の
販
売
若
し
く
は
貸
付
け
又
は
自
動
販
売
機
に
よ
る
特
定
が
ん

具
類
の
販
売
を
業
と
す
る
者
は
、
当
該
自
動
販
売
機
ご
と
に
一
定
の
要
件
を
備
え
た
管
理
者
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
三
条
の
二
関
係
）

９

質
屋
及
び
古
物
商
は
、
保
護
者
の
委
託
又
は
承
諾
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
以
外
は
、
青
少
年
か
ら
質
受
け
及
び
古
物
の
買
受
け
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。
（
第
一
三
条
の
三
関
係
）

10

１
の
優
良
図
書
等
の
推
奨
は
、
告
示
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
九
条
関
係
）

11

秋
田
県
青
少
年
環
境
浄
化
審
議
会
が
調
査
審
議
す
る
事
項
に
、
１
の
優
良
図
書
等
の
推
奨
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
〇
条
関
係
）

12

６
の
措
置
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
、
７
の
届
出
義
務
に
違
反
し
た
者
及
び
９
の
質
受
け
等
の

制
限
に
違
反
し
た
者
は
、
一
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
七
条
関
係
）

13

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
〇

号
）

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
九
三

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
標
準
事
務
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
九
号
）

（二）

秋
田
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田
県
条
例
第
七
三
号
）

（三）

秋
田
県
県
外
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
に
係
る
事
前
協
議
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
四
年
秋
田

県
条
例
第
七
五
号
）

◇
とヽ

畜
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
一
号
）

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
五
五
号
）
に
よ
る
とヽ

畜
場
法

（
昭
和
二
八
年
法
律
第
一
一
四
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

◇
秋
田
県
国
営
土
地
改
良
事
業
負
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
二

号
）

１

国
営
馬
場
目
川
下
流
土
地
改
良
事
業
に
係
る
負
担
金
を
同
事
業
の
受
益
者
か
ら
次
の
と
お
り
徴

収
す
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

負
担
金
の
総
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
事
業
に
要
し
た
経
費
の
総
額
に
一
〇
〇
分
の
三
・

六
七
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
）

（二）

負
担
金
の
支
払
方
法
は
元
利
均
等
年
賦
支
払
と
し
、
支
払
期
間
は
一
七
年
（
据
置
期
間
を
含

む
。
）
と
し
、
利
率
は
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
特
定
住
宅
用
地
認
定
及
び
譲
渡
予
定
価
額
審
査
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
秋
田
県
条
例
第
六
三
号
）

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
一
五
年
政
令
第
一
三
九
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
四

号
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
八
号
）
に
よ
る
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
二
年
法
律
第
二
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定

の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

秋
田
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
一
一
年
秋
田
県
条
例
第
七
一
号
）

（二）

秋
田
県
優
良
宅
地
造
成
認
定
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
九
八
号
）

（三）

秋
田
県
優
良
住
宅
新
築
認
定
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
一
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
〇
七
号
）

◇
秋
田
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
五
号
）

１

道
路
の
占
用
料
の
減
免
の
対
象
と
な
る
鉄
道
施
設
を
建
設
す
る
法
人
を
、
日
本
鉄
道
建
設
公
団

か
ら
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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◇
秋
田
県
河
川
流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
六
号
）

１

流
水
占
用
料
等
の
免
除
の
対
象
と
な
る
法
人
を
、
水
資
源
開
発
公
団
か
ら
独
立
行
政
法
人
水
資

源
機
構
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
七
号
）

１

秋
田
市
に
お
け
る
住
居
表
示
の
実
施
に
伴
い
、
秋
田
県
青
少
年
交
流
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を
秋
田

市
寺
内
神
屋
敷
三
番
一
号
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
秋
田
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
秋
田
県
条
例
第
六
八

号
）

１

公
営
企
業
の
う
ち
観
光
施
設
事
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

そ
の
他

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
一
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
（二）
は
、
平

成
一
五
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

秋
田
県
観
光
施
設
事
業
使
用
料
徴
収
条
例
（
昭
和
四
二
年
秋
田
県
条
例
第
一
八
号
）
は
、
廃

止
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
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